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Ｑ１ どうして被災地の災害廃棄物を受け入れているの？

Ａ１

○ 被災地では既存の施設に加え仮設の焼却炉を設置するなどしてできるだけ県内で処

理するよう取り組んでいますが、東日本大震災による災害廃棄物の発生量は岩手・宮

城・福島3県で１,５９８万トン（環境省調べ）と膨大であり、処理が間に合わないう

え、最終処分場についても容量が不足しており、早期復興の妨げになっています。

○ このため、被災地の隣接県である秋田県としては、被災県内で処理することが困難

な災害廃棄物を受け入れることが、一日も早い復旧・復興につながると考え、県民の

皆様の御理解をいただいた上で、受入れに協力しているところです。

・東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、県民の皆様が放射能汚染について不安を

感じていることは十分理解しています。

・本県では、岩手県から災害廃棄物を受け入れる際の条件として、災害廃棄物における放

射能濃度の目安を１００ベクレル／ｋｇ以下としています。

・１００ベクレル／ｋｇ以下のものについては、震災前から「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」により、放射性物質に汚染されたものとして扱う必要が

ない（クリアランスレベル(※)）とされています。

岩手県野田村十府ヶ浦の一次仮置場（平成23年12月）

(※)クリアランスレベル

原子力安全委員会、原子力・安全保安院（平成２３年当時；現「原子力規制委員会」）では、

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の勧告等に基づいて、クリアランスされた物による線量

の目安値を、「自然の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが

無視できる」放射線量として、０.０１ミリシーベルト／年に設定しています。

これを基に、放射能濃度を算出し、クリアランスレベルを１００ベクレル／ｋｇと定めて

います。
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◎ 「シーベルト」と「ベクレル」

・Ｓｖ（シーベルト）とは、放射線によって人体が受ける影響を表す単位です。ひとり

の人間が１年間に受ける自然放射線量は世界平均で２.４ミリシーベルト、日本全国
平均で１.４８ミリシーベルトです。
一般公衆の年間線量限度は、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の勧告により、自然

放射線と医療放射線を除いて１ミリシーベルトとされています。

・Ｂｑ（ベクレル）とは、放射性物質が放射線を出す能力（１秒間に原子核が崩壊する

数）を表す単位です。

・人の体内には食品に含まれる自然界由来の

様々な放射性物質が存在し、体重６０ｋｇ

あたりカリウム４０で４,０００ベクレル、

炭素１４で２,５００ベクレルなどとなっ

ています。


